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本カタログ記載製品のうち、外国為替及び外国貿易法により規制されている貨物・技術に該当するものについては、
輸出（個人の携行を含む）する場合、同法に基づく日本政府の許可が必要です。
この印刷物は2008年9月発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承下さい。


